
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険オンライン資格確認等被保険者ファイル 

行政機関等の名称 岩手県大船渡市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 

１ 資格継続業務を行うため 

(ア) 都道府県内の市区町村間を転居した場合、転出市

区町村と転入市区町村の適用終了日（転出）と適

用開始日（転入）の重複・空白期間をチェックす

る。  

(イ) 資格取得年月日や資格喪失年月日の引き継ぎを行

う。 

２ 高額該当回数の引き継ぎ業務を行うため 

(ア) 転入地市区町村が世帯継続性を認めた場合には、

転出地市区町村から転入地市区町村へ高額該当情

報の引き継ぎを行う。 

３ オンライン資格確認の準備のための医療保険者等向け

中間サーバー等への被保険者異動情報の提供を行うた

め 

(ア) オンライン資格確認等システムで被保険者等の資

格情報を利用するため、被保険者異動情報に関す

るデータを医療保険者等向け中間サーバー等へ送

信する。 

記録項目 別紙のとおり 

記録範囲 

１被保険者(＊)：都道府県の区域内に住所を有する者で、

他の医療保険制度の被保険者でない者のうち、当市に住所

を有する者 

２擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳上の世帯主

のうち、国民健康保険の被保険者でない者（例：国保に加

入している世帯員がいるが、その世帯の世帯主は社会保険

に加入している場合に、この国保に未加入の世帯主を「擬

制世帯主」という。） 

３過去に被保険者であった者および過去に擬制世帯主であ

った者 

∗ 国民健康保険法第5条から第6条に基づく被保険者のう

ち、当市に加入資格が適用される者をいう 

記録情報の収集方法 

1.市民等から国民健康保険の被保険者資格に関する資格適

用開始の届出を入手し、国民健康保険市区町村自庁システ

ム（以下、市区町村システム）に当該情報を登録する。 

2.市区町村システムから、異動があった被保険者とその世

帯に属するすべての被保険者(擬制世帯主を含む)について

の被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイル、資格情報

(個人)ファイル)を作成する。 

3.被保険者異動情報データを、市区町村の国保総合PCに移

入すると、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに｢被

保険者異動情報｣が送信され｢被保険者異動情報｣に基づい

て、同システムの当該情報が更新される。 



要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）大船渡市総務部総務課 

（所在地）〒022-8501 

岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 － 

備   考  

 


